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事業所における自己評価結果（公表）事業所における自己評価結果（公表）

チェック項目 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標
はい いいえ

利用定員が指導訓練室等ス
ペースの関係で適切である

業務改善を進めるためのPD
CAサイクル（目標設定と振
り返り）に、広く職員が参画
している

保護者様向け評価表を活用す
るなどによりアンケート調査
を実施して保護者様の意向等
を把握し､業務改善につなげ
ている

事業所向け自己評価表及び
保護者様向け評価表の結果
を踏まえ､事業所として自
己評価を行うとともに､そ
の結果による支援の質の評
価及び改善の内容を、事業
所の会報やホームページ等
で公開している

第三者による外部評価を行
い、評価結果を業務改善に
つなげている

職員の資質の向上を行うた
めに、研修の機会を確保し
ている

アセスメントを適切に行
い、児童と保護者様のニー
ズや課題を客観的に分析し
た上で､児童発達支援計画
を作成している

児童の適応行動の状況を把
握するために､標準化された
アセスメントツールを使用
している

児童発達支援計画には、児
童発達支援ガイドラインの
「児童発達支援の提供すべ
き支援」の「発達支援（本
人支援及び移行支援）」､
「家族支援」、「地域支援」
で示す支援内容から子ども
の支援に必要な項目が適切
に選択され、その上で、具
体的な支援内容が設定され
ている

児童発達支援計画に沿った支
援が行われている

活動プログラムの立案をチー
ムで行っている

活動プログラムが固定化し
ないよう工夫している

児童の状況に応じて､個別
活動と集団活動を適宜組み
合わせて児童発達支援計画
を作成している

支援開始前には職員間で必
ず打合せをし､その日行わ
れる支援の内容や役割分担
について確認している

生活空間は、本人にわかり
やすく構造化された環境に
なっているか。
また､障がいの特性に応じ、
事業所の設備等は､バリア
フリー化や情報伝達等への
配慮が適切になされている

生活空間は､清潔で､心地よ
く過ごせる環境になってい
るか｡また､児童たちの活動
に合わせた空間となってい
る

職員の配置数は適切である

定員に対して十分な机を用意し、状況によっ
てパーテーションの配置と席の移動を行い、
個別のスペースを確保しています。

利用児童一人当たりの広さは、法令基準を満
たしています。活動に応じて席の配置を工夫
して、より良い環境づくりに努めてまいりま
す。

基準よりも多い職員を配置し、療育に関わる
職員は全員保育士資格などの有資格者で対応
しています。法令に従って配置ができている
か、管理者･リーダー･運営全員で関わり、ミ
スのないようにチェックをおこなっています。

法令の基準は満たしているものの個別学習の
療育をするうえで手薄になる日や時間帯を作
らないよう、今後も職員の意見を取り入れな
がら配置についても工夫してまいります。

玄関前に車止めを兼ねた段差があるため、今
後車椅子などの児童のご利用の希望を受け入
れる際にはスロープの設置を検討し、環境の
整備に努めてまいります。

毎日の清掃に加えて、床やトイレ、ドアノブ
やおもちゃ、送迎車内などの消毒に取り組む
ほか、クッションマットのスペースを作り、
安全に利用できる空間になるように工夫して
います。

毎日のミーティングやケース会議、リフレク
ション会議など常勤・非常勤問わず参加し、
多くの視点から現状の把握や反省・課題の抽
出に努め、今後の方針を検討できるようにし
ています。

今後もできる限り多くの職員が業務改善のた
めの話し合いに広く参画できるよう努めてま
いります。

定期的にアンケートによる評価を実施し、ご
相談があった場合は、その都度職員へ周知し、
業務の改善に繋がるようにしています。

COMPASS発達支援センター公式Webサイ
トにて公開しております。

今後も公式Webサイトで公開していきます。

事業所内研修を計画・実施しています。外部
研修の情報は逐一職員に公開しており、参加
したものについては、資料など情報共有をし、
資質の向上に努めています。

個別支援計画は、療育担当者が常に確認でき
るよう、個人経過記録ファイルにも添付して
います。
また、児童発達支援管理責任者が計画に沿っ
て支援が行われているかを適宜確認していま
す。

活動内容は、自社のカリキュラムに沿うと同
時に、課題に対するアプローチの仕方を変化
させ固定化しないようにしています。

個別活動と集団活動を、特性や発達段階・年
齢、保護者様のニーズに応じて、計画的に組
み込んでいきます。

毎朝ミーティングを行い、その日の支援方針
や内容について話し合いを行い、目的や注意
事項を確認し、支援内容を決めています。

勤務状況によっては一部の職員での話し合い
の場合があるので、広く参画できるよう努め
てまいります。

勤務状況によっては一部の職員での話し合い
の場合があり、その日のうちに情報共有がで
きないときもあるので、広く参画できるよう
努めてまいります。

モニタリングや面談等から得た情報をもと
に、児発管、療育を担当する指導員や保育士
による支援会議を行い、保護者様のニーズや
児童の課題により適した計画の作成に努めて
います。

書類の統一と整備を行い、年齢や児童の状況
に合わせたアセスメントツールを使用してい
ます。

保護者様との緊密な情報交換を通し、現在の
課題の整理と新しい課題の設定を踏まえ、支
援内容を設定しています。
また、支援内容はケース会議・支援会議で話
し合いを行い、より具体的な支援ができるよ
うに努めています。

管理者･児発管･児童指導員･保育士･作業療
法士など、さまざまな立場から意見を出し
合い、児童の状況や課題に応じたプログラ
ムをチームで立案しています。

現時点では第三者評価は実施できておりませ
ん。

第三者からの評価受審については今後の検討
課題として検討していきます。

室内に段差はなく、車椅子での移動には支障
のない環境になっています。
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支援終了後には、職員間で
必ず打合せをし、その日行
われた支援の振り返りを行
い､気付いた点等を共有し
ている

支援終了後、支援内容を報告し合い、職員間
で情報共有を図っています。
気になる点などはすぐに児発管へ報告をおこ
ない、対策･改善策をミーティングで話し合
い共有しています。

日々の支援内容を必ず記録し、職員間で共有
できるようにしており、すぐに検証と改善が
できるようにしています。

18

日々の支援に関して記録を
とることを徹底し、支援の
検証・改善につなげている

19

定期的にモニタリングを行
い、児童発達支援計画の見
直しの必要性を判断してい
る

６ヶ月以内に必ずモニタリングを行い、児発
管と療育の担当者と現状の児童の成長や課
題、保護者様からいただいた情報などを加味
しながら、支援計画の見直しについて検討し
ています。

20

障害児相談支援事業所の
サービス担当者会議にその
児童の状況に精通した最も
ふさわしい者が参画してい
る

母子保健や子ども･子育て支
援等の関係者や関係機関と
連携した支援を行っている

（医療的ケアが必要な児童
や重症心身障がいのある児
童等を支援している場合）
地域の保健、医療、障害福
祉、保育、教育等の関係機
関と連携した支援を行って
いる

担当者会議には児童の状況や変遷、現状の課
題や保護者様の思いを最把握している児発管
や療育担当者が参加しています。

関係機関と日々の様子や困りごと、注意点や
目標を共有･相談を行い、連携した支援ができ
るようにしています。

事業所内でもすべての職員が意識を統一し、
広く情報共有できるよう今後は努めてまいり
ます。

事業所は重症心身障害以外の児童が対象と
なっていることもあり、今後受け入れ希望が
あった場合は、慎重に検討し、受け入れ体制・
事業所のあり方について模索してまいりま
す。

現在医療的ケアが必要な児童は在籍していま
せん。

（医療的ケアが必要な児童
や重症心身障がいのある児
童等を支援している場合）
児童の主治医や協力医療機
関等と連絡体制を整えてい
る

移行支援として、保育所や
認定こども園、幼稚園、特
別支援学校（幼稚部）等と
の間で、支援内容等の情報
共有と相互理解を図ってい
る

移行支援として､小学校や
特別支援学校（小学部）と
の間で、支援内容等の情報
共有と相互理解を図ってい
る

他の児童発達支援センター
や児童発達支援事業所、発
達障害者支援センター等の
専門機関と連携し、助言や
研修を受けている

保育所や認定こども園、幼
稚園等との交流などの外部
の児童と活動する機会があ
る

事業所は重症心身障害以外の児童が対象と
なっていることもあり、今後受け入れ希望が
あった場合は､慎重に検討し、受け入れ体制・
事業所のあり方について模索してまいりま
す。

現在医療的ケアが必要な児童は在籍していま
せん。

個人情報保護の観点から、保護者様からの要
望があった場合のみ、支援目標や内容等の情
報を共有し、相互理解を図っています。

個人情報保護の観点から、保護者様からの要
望があったときのみ、支援目標や内容等の情
報を共有し、相互理解を図っています。

現状、情報共有の要望がないため行っており
ませんが、申し込みがあった場合は情報共有
と相互理解を行ってまいります。

専門機関と共有した情報を事業所内でも広く
共有できるよう今後は努めてまいります。

専門機関へ定期訪問をし助言を受けています。
現在、感染拡大予防の観点から参加を控えて
いますが、岡山支援部会などにも参加し、連
携や研修を行っています。

地域の読み聞かせ会などへ積極的に参加して
いましたが、現在は感染拡大防止のため交流
は控えております。

支援協議部会や地域部会に定期的に参加して
おります。

会の内容について職員間での周知や共有に努
めてまいります。

ペアレントトレーニングについては、家庭の
状況やニーズに合わせて行っています。
日頃から児童への対応について相談がある際
には、助言や意図もお伝えするように配慮し
ています。

今後も引き続き、保護者様からのご相談には
助言や支援の意図もお伝えするように配慮し
てまいります。
また情報については事業所内で共有し、支援
に活かさせていただきます。

ガイドラインの総則の基本活動を組み合わせ
た支援を行っています。
特に支援内容については､直接指導にあたる
職員の意見を踏まえ、統一した支援ができる
よう努めています。

ご相談やご質問、お悩みについては、日ごろ
からコミュニケーションをとり、相談しやす
い関係づくりを心掛けています。
定期的に保護者面談を行い、相談があれば助
言と支援を行えるよう心掛けています。

ご対応窓口を設置しており、苦情には速やか
に対応できるようにしています。
普段より保護者様と連絡を取り、相談や申し
入れがしやすいように努めています。
全てのご意見に対し迅速かつ適切に対応でき
るよう心掛けています。

季節ごとに「COMPASSだより」を発行し、
また公式Webサイトでは最新情報のほか、
毎日事業所の活動内容がブログで紹介されて
います。

感染拡大防止の観点より、現時点では父母の
会の活動支援や保護者会などは控えさせてい
ただいております。

日々の送迎時や家庭連携の際に、利用の様子
や支援内容について説明を行い、同時に保護
者様からも、学校やご家庭での様子などをお
聞きし、共通理解を図っています。

（自立支援）協議会子ども
部会や地域の子ども･子育
て会議等へ積極的に参加し
ている

日頃から児童の状況を保護
者様と伝え合い、児童の発
達の状況や課題について共
通理解を持っている

保護者様の対応力の向上を
図る観点から、保護者様に
対して家族支援プログラム
（ペアレント･トレーニング
等）の支援を行っている

児童発達支援ガイドライン
の「児童発達支援の提供す
べき支援」のねらい及び支
援内容と、これに基づき作
成された「児童発達支援計
画」を示しながら支援内容
の説明を行い、保護者様か
ら児童発達支援計画の同意
を得ている

定期的に､保護者様からの
子育ての悩み等に対する相
談に適切に応じ､必要な助
言と支援を行っている

父母の会の活動を支援した
り、保護者会等を開催した
りするなどにより、保護者
様同士の連携を支援してい
る

子どもや保護者様からの相
談や申入れについて、対応
の体制を整備するととも
に、児童や保護者様に周知
し､相談や申入れがあった
場合に迅速かつ適切に対応
している

定期的に会報等を発行し､
活動概要や行事予定､連絡
体制等の情報を児童や保護
者様に対して発信している

個人情報の取扱いに十分注
意している

運営規程、利用者負担等に
ついて丁寧な説明を行って
いる

ご契約時や質問があった際にできるだけ丁寧
な説明を行なっています。
また、職員研修でも周知を図っています。

写真掲載など個人情報に関わる場合には保護
者様への確認書面により同意を得ています。
個人情報の取り扱いは細心の注意を払い、施
錠できる書庫で保管しています。

マニュアルは策定し、室内の見やすい場所に
掲示しております。
定期的に発生を想定した話し合いも職員間で
行っています。

障がいのある児童や保護者
様との意思の疎通や情報伝
達のための配慮をしている

児童の特性や保護者様の状況に合わせ､十分
に配慮した情報伝達手段で意思の疎通を行っ
ています。

今後とも保護者様の状況に合わせ、十分に配
慮した情報伝達手段で意思の疎通を行ってま
いります。
また事業所での取り組みについて職員にも広
く知ってもらえるよう情報共有についても改
善に努めてまいります。

現時点では、地域の方をご招待するなどの交
流は積極的に企画するまでに至っておりませ
ん。

地震・火事・不審者等への避難訓練を実施し
児童の安全の徹底と、災害時に職員間の連携
を図ることができるようにしています。

契約時に確認をし、面談ごとに服薬や発作な
どの状況などを確認しています。

契約時に保護者様から聞き取りをおこない、
児童のアレルギーと対応を確認、全員で周知
徹底しています。

食事の提供を行っていないため、基本的に医
師の指示書も提出いただいておりません。
契約時に保護者様から聞き取りを行い、児童
のアレルギーと対応を確認、全員で周知徹底
しています。

ヒヤリハットは報告書を作成し、職員に回覧・
周知し、事例集にまとめています。

虐待防止の委員会を設立し、虐待に関する研
修を行い、虐待防止マニュアルに沿って対応
しています。
さらに他の事業所や学校、家庭での虐待事案
ごとにミーティングをおこない、振り返りを
することで虐待防止に努めています。

現在、身体拘束が必要な児童のご利用はあり
ませんが、利用契約書に身体拘束の禁止を記
載しており、生命または身体を保護するため、
やむを得ず身体拘束を行います場合は、あら
かじめ文書により保護者様の同意を得ること
としています。

法令に則り、すべての職員が身体拘束につい
て、毎年研修に取り組んでいます。
事業所内で意識を統一できるよう今後より
いっそう努めてまいります。

個別指導が中心の支援形態であるため時間配
分への配慮と保護者様によっては通所を秘匿
されたい方もおられるため、保護者様のご意
向に沿って、慎重かつ充分な配慮のうえ、検
討してまいります。

事業所の行事に地域住民を
招待する等地域に開かれた
事業運営を図っている

緊急時対応マニュアル、防
犯マニュアル、感染症対応
マニュアル等を策定し、職
員や保護者様に周知すると
ともに、発生を想定した訓
練を実施している

非常災害の発生に備え、定
期的に避難、救出その他必
要な訓練を行っている

現在は外部との交流は行っておりませんが児
童や保護者様から要望があった場合、今後の
課題として検討してまいります。

保護者様のご意向を伺い、感染拡大予防のた
めリモートでの会議の開催を検討してまいり
ます。
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事前に、服薬や予防接種､
てんかん発作等の児童の状
況を確認している

43

食物アレルギーのある児童
について、医師の指示書に
基づく対応がされている

44

ヒヤリハット事例集を作成
して事業所内で共有してい
る

45

虐待を防止するため、職員
の研修機会を確保する等、
適切な対応をしている

46

どのような場合にやむを得
ず身体拘束を行うかについ
て、組織的に決定し、児童
や保護者様に事前に十分に
説明し了解を得た上で、児
童発達支援計画に記載して
いる

47

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体で行った自己評価です。
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